
 

東京都学校事務職員労働組合（東学） 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第２本庁舎３２階

（教職員の待遇と人事行政状況調査特集号） ２０２４年１２月２７日 ＮＯ．７０３ 

教職調整額４％から段階的に１０％引き上げ  

給特法の抜本的見直しの議論はなしか 
教員の給与をめぐって、文部科学省と財務省との間で、議論がなされていました。残業

代を支払わない代わりに給料月額の一定割合を上乗せする「教職調整額」は、現行の４％

から段階的に引き上げ、２０３０年度までに、毎年１％ずつ引き上げ、１０％とすること

で決着しました。財務省は当初、給特法（教員給与特別措置法）を廃止して、残業代を支

払うことも指摘していましたが、大した議論もなく給特法が維持されることになりました。

教職調整額が引き上げられるのは、１９７２年の給特法施行以来、初めてのことです。 

教員には自律的な判断による自主的・自発的な業務への取り組みが期待されるという職

務の特殊性や夏休みなどの長期の休業期間があるという勤務形態の特殊性があるという。

しかし、私立学校や国立大学付属校の教員は、時間外勤務等も労働時間として管理され、

労基法３７条に基づく割増賃金が支払われています。「職務の特殊性」や「勤務形態の特

殊性」をことさらに強調するのではなく、教員も、民間労働者や他の一般公務員労働者と

同様に、労働者として時間外手当を支給するべきです。４％から１０％に引き上げられて

も「定額働かせ放題」が維持されることになります。 

文部科学省と財務省は、働き方改革や教員定数についても合意しました。教員の残業時

間を２０２９年度までに月３０時間程度に縮減することを目標とする。中学校で２０２６

年度から順次３５人学級を導入する。小学校４年を対象に教科担任制を拡大する。 

２０２３年度「人事行政状況調査」精神疾患

で休職する事務職員の割合が教員より多数に 
教員の精神疾患による病気休職者数は、７，１１９人（０．７７％）で、前年度比５８

０人増（０．０６ポイント増）の過去最多でした。精神疾患を理由に１カ月以上の病期休

暇を取った教員も加えると１３，０４５人（８４８人増）で、全体の１．４２％でした。

病気休職の要因は、業務内容（児童・生徒に対する指導そのものに関すること）が２６．

５％、職場の人間関係（上司、同僚、部下棟）が２３．６％、業務内容（校務分掌や調査

対応等、事務的な業務に関すること）が１３．２％で多い結果となっています。 

 

事務職員の病気休職者数は、７３９人（１．３６％）、そのうち精神疾患者は６０８人

（１．１２％）でした。教員より事務職員の割合が高いです。事務職員等の期間は６カ月

未満が２０３人、６カ月以上１年未満が１７０人、１年以上２年未満が１７１人です。 

 

東京都に限定した場合の精神疾患による休職者は、以下のとおり。 

事務職員等（栄養職員を含む、小中高特別支援学校等）８２人１．９９％。 

小学校の事務職員等は、３１人。中学校の事務職員等は、３人。 

男性の事務職員等は４１人。女性の事務職員等は、４１人。事務職員は７３人。 

年代別事務職員等は、２０歳台１９人、３０歳台２０人、４０歳台２０人、５０歳台

２１人、６０歳台２人。合計８２人です。 



精神疾患者が多いのは、学校の長時間・過密労働と無関係ではありません。事務職員に

ついては、学校内での孤立、相談する相手もいなくて、１人で悩みを抱え込んでいる姿が

想像されます。 

勤務時間に見合った適切な業務量、ゆとりともった働き方が必要です。業務量の削減、

教職員定数の改善、給特法の廃止などが、必要です。 

 

地球温暖化現象と脱原発、温室効果ガスの削

減は待ったなしの取り組みです 
世界各地で、日本でも、気候変動による危機が、異常な豪雨、台風、猛暑、森林火災、

干ばつ、海面上昇、熱中症などが起こっています。「経験したことがないことが」「何十

年に１度のことが」とされる豪雨や水害が、毎年のように起こっています。 

産業革命前からの平均気温の上昇を１．５度に抑えることが、世界の目標となっていま

す。２０５０年の温室効果ガス排出ゼロに向けた取り組みが求められています。二酸化炭

素を大量に排出する石炭火力発電からの脱却、再生可能エネルギーの大幅拡大を明確にす

るべきです。 

脱炭素社会の実現を口実に、原発の再稼働や運転期間の延長、新規建設など、原発の

「最大限の活用」が進められています。 

新しいエネルギー基本計画（素案）は、原発

を「最大限に活用する」との目標を掲げる 
ロシアのウクライナ侵略などによる燃料費の高騰がきっかけとなって、当時の岸田前政

権は「最大限活用する」と原発推進に急転換させました。素案は、「原発依存度を可能な

限り低減する」との文章を削り「特定の電源や燃料源に過度に依存しない」に変えました。

「原発と再生可能エネルギーを脱炭素電源と位置づけ、最大限に活用する」としました。

２０４０年度の電源構成に占める原発の割合を２割、太陽光や風力など再生可能エネル

ギーの割合を４～５割、火力の割合を３～４割としています。 

しかし、福島第一原発の事故処理（燃料デブリの取り出し作業も始まったばかり）が続

いていて、使用済み燃料の再処理（放射能が安全な水準に下がるまで数万年かかる）、核

のごみ（原発から出る高レベル放射性廃棄物）の最終処分の見通しは立たず、安全対策費

の増加で莫大なコスト（事故に伴う除染や賠償、廃炉などの費用は２３．４兆円）がかか

り、事故のリスクの問題（能登半島地震は原発がある地域での災害時の避難や屋内退避の

困難さを思い知らせた）も未解決のままです。 

原発は自然災害の多い日本には適していない 
原発は、安くもないし、安全でもありません。太陽光や風力発電などの再生可能エネル

ギーでは、コストの低下が進んでいます。原発推進派の経済産業省でさえも、太陽光発電

が最も安く、原発はそれに次ぐ水準であるとしています。２０４０年度に発電所を建設し

た場合の１キロワット時の電力をつくるための費用は。事業用太陽光（７．０～８．９

円）、原発（１２．５円以上）、陸上風力（１３．５～１５．３円）、ＬＮＧ火力（１６．

０～２１．０円）などです。再生可能エネルギー関連産業は、成長産業であると言えます。 

再生可能エネルギーは、国内で自給できます。エネルギー安全保障の観点からも純国産

の再生可能エネルギーを強化するべきです。地震や津波、火山の噴火などの自然災害の多

い日本には、原発立地として適していません。原発事故の教訓を忘れてはいけません。 


